
篠山市教育委員会

編集・発行　　篠山市教育委員会
　　　　　　　〒669-2397　兵庫県篠山市北新町41
　　　　　　　TEL（079）552-5792
編 集 協 力　　株式会社地域計画建築研究所大阪事務所
印　　　刷　　藤本印刷株式会社

篠山市福住伝統的建造物群保存地区　まちづくりマニュアル
平成25年3月発行

福住伝建地区のまちづくり



福住伝建地区のまちづくり
篠山市福住伝統的建造物群保存地区　まちづくりマニュアル

0201



福住伝建地区のまちづくり
篠山市福住伝統的建造物群保存地区　まちづくりマニュアル

0403



福住伝建地区のまちづくり
篠山市福住伝統的建造物群保存地区　まちづくりマニュアル

0605



福住伝建地区のまちづくり
篠山市福住伝統的建造物群保存地区　まちづくりマニュアル

0807



福住伝建地区のまちづくり
篠山市福住伝統的建造物群保存地区　まちづくりマニュアル

1009



福住伝建地区のまちづくり
篠山市福住伝統的建造物群保存地区　まちづくりマニュアル

1211



福住伝建地区のまちづくり
篠山市福住伝統的建造物群保存地区　まちづくりマニュアル

1413



条例・要綱・規約等
文化財保護法（抜粋）

昭和２５年５月３０日法律第２１４号
（この法律の目的）
第 １条　この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国
民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目
的とする。
（文化財の定義）
第２条　この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
１～５　省略
６ 　周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物
群で価値の高いもの（以下「伝統的建造物群」という。）
（伝統的建造物群保存地区）
第 １４２条　この章において「伝統的建造物群保存地区」とは、伝統的建
造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存する
ため、次条第１項又は第２項の定めるところにより市町村が定める地区
をいう。
（伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護）
第 １４３条　市町村は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５条
又は第５条の２の規定により指定された都市計画区域又は準都市計画区
域内においては、都市計画に伝統的建造物群保存地区を定めることがで
きる。この場合においては、市町村は、条例で、当該地区の保存のた
め、政令の定める基準に従い必要な現状変更の規制について定めるほ
か、その保存のため必要な措置を定めるものとする。
２～４　省略
５ 　文化庁長官又は都道府県の教育委員会は、市町村に対し、伝統的建造
物群保存地区の保存に関し、必要な指導又は助言をすることができる。
（重要伝統的建造物群保存地区の選定）
第 １４４条　文部科学大臣は、市町村の申出に基づき、伝統的建造物群保
存地区の区域の全部又は一部で我が国にとつてその価値が特に高いもの
を、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。
２ 　前項の規定による選定は、その旨を官報で告示するとともに、当該申
出に係る市町村に通知してする。
（管理等に関する補助）
第 １４６条　国は、重要伝統的建造物群保存地区の保存のための当該地区
内における建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため
特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について市町村
が行う措置について、その経費の一部を補助することができる。

篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例
平成15年７月１日条例第44号

改正　平成17年３月11日条例第12号
平成23年８月19日条例第19号

（目的）
第 １条　この条例は、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号。以下
「法」という。）第１４３条第１項の規定に基づき、本市が都市計画に
定める伝統的建造物群保存地区に関し、現状変更の規制、その他保存の
ための必要な措置を定め、もって本市の文化的向上に資することを目的
とする。
（用語の定義）
第 ２条　この条例において「伝統的建造物群」とは、法第２条第１項第６
号に掲げる「伝統的建造物群」をいう。
２ 　この条例において「伝統的建造物群保存地区」とは、法第１４２条に
規定する「伝統的建造物群保存地区」（以下「保存地区」という。）を
いう。
（保存計画）
第 ３条　篠山市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、本市が保
存地区を定めたときは、篠山市伝統的建造物群保存地区保存審議会（以
下「審議会」という。）の意見を聴いて、当該保存地区の保存に関する
計画（以下「保存計画」という。）を定めなければならない。
２　前項の保存計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
（１）保存地区の保存に関する基本計画に関する事項
（ ２）保存地区内における伝統的建造物群を構成している建築物その他の
工作物（以下「伝統的建造物」という。）及び伝統的建造物群と一体を
なす環境を保存するため特に必要と認められる物件の決定に関する事項
（ ３）保存地区内における建築物その他の工作物（以下「建築物等」とい
う。）の保存整備計画に関する事項
（ ４）保存地区内における建築物等及び伝統的建造物群と一体をなす環境
を保存するため特に必要と認められる物件に係る助成措置等に関する事
項
（ ５）保存地区の保存のため必要な管理施設及び設備並びに環境の整備に
関する事項
３ 　教育委員会は、第１項の保存計画を定めたときは、これを告示しなけ
ればならない。
４ 　第１項及び前項の規定は、保存計画を変更する場合について準用する。
（現状変更行為の規制）
第 ４条　保存地区内における次の各号に掲げる行為については、あらかじ
め、市長及び教育委員会の許可を受けなければならない。
（１）建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却
（ ２）建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更するこ
ととなるもの
（３）宅地の造成その他の土地の形質の変更
（４）木竹の伐採
（５）土石の類の採取
（６）水面の埋め立て
２ 　前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為に該当する行為で次

の各号に掲げるものについては、同項の規定による許可を受けることを
要しない。
（１）非常災害のため必要な応急措置として行う行為
（ ２）次に掲げる工作物（建築物以外の工作物をいう。以下同じ。）の新
築、増築、改築、移転又は除却
ア　仮設の工作物
イ 　水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設ける
もの
（３）次に掲げる木竹の伐採
ア　間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
イ　枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ウ　森林病害虫等防除のための木竹の伐採
エ　自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
オ　仮植した木竹の伐採
（４）前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア　法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
イ　兵庫県公安委員会が行う道路標識等の設置又は管理に係る行為
３ 　市長及び教育委員会は、第１項の規定による許可を与える場合には、
保存地区の保存のため必要な限度において条件を付することができる。
（許可の基準）
第 ５条　市長及び教育委員会は、前条第１項各号に掲げる行為で次の各号
に定める基準（市長にあっては、第８号に定める基準）に適合しないも
のについては、同条同項の規定による許可をしてはならない。
（ １）伝統的建造物の増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩
の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為
後の伝統的建造物の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該伝統的建造
物群の特性を維持していると認められるものであること。
（ ２）伝統的建造物の移転（同一保存地区内における当該伝統的建造物の
移築を含む。以下この号において同じ。）については、移転後の伝統的
建造物の位置及び移転後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持して
いると認められるものであること。
（ ３）伝統的建造物の除却については、除却後の状態が当該伝統的建造物
群の特性を維持していると認められるものであること。
（ ４）伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築若しくは改築又は修繕、
模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものにつ
いては、それらの行為後の当該建築物等の位置、規模、形態、意匠又は
色彩が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
（ ５）前号の建築物等の移転については、移転後の当該建築物等の位置及
び移転後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでない
こと。
（ ６）第４号の建築物等の除却については、除却後の状態が当該保存地区
の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
（ ７）前条第１項第３号から第６号までに掲げる行為については、それら
の行為後の地貌その他の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損な
うものでないこと。
（ ８）前各号に定めるもののほか、当該行為後の建築物等又は土地の用途
等が当該伝統的建造物群の保存又は当該保存地区の環境の維持に著しい
支障を及ぼすおそれがないものであること。
（国の機関等に関する特例）
第 ６条　国若しくは地方公共団体の機関又は法令の規定により国の行政機
関若しくは地方公共団体とみなされた法人（以下「国の機関等」とい
う。）が行う行為については、第４条第１項の許可を受けることを要し
ない。この場合において、当該国の機関等は、第４条第１項の許可に係
る行為をしようとするときは、あらかじめ、市長及び教育委員会に協議
しなければならない。
（適用の除外等）
第 ７条　次の各号に掲げる行為については、第４条第１項及び前条の規定
は適用しない。この場合において、第４条第１項の許可又は前条の協議
に係る行為をしようとするときは、あらかじめ、市長及び教育委員会に
その旨を通知しなければならない。
（ １）都市計画法（昭和４３年法律第１００号）による都市計画事業とし
て行う行為
（ ２）都市計画法による国、県若しくは市又は当該都市計画施設を管理す
ることとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に
適合して行う行為
（ ３）河川法（昭和３９年法律第１６７号）第３条第１項に規定する河川
又は同法第１００条第１項の規定により指定された河川の改良工事の施
行又は管理に係る行為
（ ４）砂防法（明治３０年法律第２９号）による砂防工事の施行又は砂防
設備の管理（同法に規定する事項が準用されるものを含む。）に係る行
為
（ ５）地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）による地すべり防止
工事の施行に係る行為
（ ６）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第
５７号）による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為
（ ７）道路法（昭和２７年法律第１８０号）による道路の改築（小規模の
拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を
及ぼさないものに限る。）、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
（ ８）道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）による一般自動車道の造
設（これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路とを連絡する施設
の造設を除く。）又は管理に係る行為
（ ９）自動車ターミナル法（昭和３４年法律第１３６号）によるバスター
ミナルの設置又は管理に係る行為
（ １０）交通監視塔等道路交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に
係る行為
（ １１）気象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用
に供する設備の設置又は管理に係る行為
（ １２）自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）による公園事業又は県
立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為
（ １３）都市公園法（昭和３１年法律第７９号）による都市公園又は公園
施設の設置又は管理に係る行為

（ １４）土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）による土地改良事業の
施行に係る行為
（ １５）地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造
の改善に関し必要な事業の施行に係る行為
（ １６）法第２７条第１項の規定により指定された重要文化財、法第５７
条第１項の規定により登録された有形文化財、法第７８条第１項の規定
により指定された重要有形民俗文化財、法第９２条第１項に規定する埋
蔵文化財又は法第１０９条第１項の規定により指定され、若しくは法第
１１０条第１項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に
係る行為
（１７）郵便差出箱の設置又は管理に係る行為
（ １８）国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線
系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理
に係る行為
（ １９）電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第４号に規定
する電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気
通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
（２０）公衆電話施設の設置又は管理に係る行為
（ ２１）放送法（昭和２５年法律第１３２号）による有線テレビジョン放
送（有線電気通信設備を用いて行われる同法第２条第１８号に規定する
テレビジョン放送をいう。）の用に供する線路若しくは空中線系（その
支持物を含む。）の設置又は管理に係る行為
（ ２２）放送法（昭和２５年法律第１３２号）第２条第２号に規定する基
幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を
収容するための施設の設置又は管理に係る行為
（ ２３）電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）による電気事業の用
に供する電気工作物の設置（発電の用に供する電気工作物の設置を除
く。）又は管理に係る行為
（ ２４）ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）によるガス工作物の設置
（液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス
工作物の設置を除く。）又は管理に係る行為
（ ２５）水道法（昭和３２年法律第１７７号）による水道事業若しくは水
道用水供給事業若しくは工業用水道事業法（昭和３３年法律第８４号）
による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法（昭和３３年法律
第７９号）による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられ
るポンプ施設の設置又は管理に係る行為
（許可の取消し等）
第８条　市長及び教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し
て、保存地区の保存のため必要な限度において、第４条第１項の規定に
よってした許可を取り消し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しく
は相当の期限を定めて、建築物等の改築、移転又は除却その他違反を是正
するため必要な措置を執ることを命ずることができる。
（１）この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
（ ２）この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若し
くは請負人（請負工事の下請人を含む。）又は請負契約によらないで自
らその工事をしている者若しくはした者
（３）第４条第３項の規定により許可に付した条件に違反している者
（ ４）詐欺その他不正な手段により、第４条第１項の規定による許可を受
けた者
２ 　市長及び教育委員会は、前項の規定により、処分をし、又は必要な措
置を執ることを命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴
き、かつ、当該処分又は措置を命ずべき者について聴聞を行わなければ
ならない。
（損失の補償）
第 ９条　市は、第４条第１項の許可を受けることができなかったことによ
り、損失を受けた者に対しては、通常生ずべき損失を補償するものとす
る。
（経費等の補助）
第 １０条　市は、保存地区内における建築物等及び伝統的建造物群と一体
をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管理、修理、修
景又は復旧について、自ら保存のため適当な措置を行い、又は当該物件
の所有者等に対しその経費の一部を補助することができる。
（審議会の設置等）
第１１条　教育委員会に審議会を置く。
２ 　審議会は、市長及び教育委員会の諮問に応じ、保存地区の保存等に関
する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項について市長及び
教育委員会に建議する。
３ 　審議会の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会規則で定め
る。
（罰則）
第 １２条　次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の罰金に処する。
（１）第４条第１項の規定に違反した者
（２）第８条第１項の規定に基づく命令に違反した者
（両罰規定）
第 １３条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従
業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して前条に規定する
違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても
前条の刑を科する。
（規則への委任）
第 １４条　この条例の施行に関し必要な事項は、市規則及び教育委員会規
則で定める。
附則
（施行期日）
１　この条例は、公布の日から施行する。
　 （篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
の一部改正）
２　篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
　（平成１１年篠山市条例第４６号）の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則（平成１７年３月１１日条例第１２号）
　この条例は、平成１７年４月１日から施行する。

附則（平成２３年８月１９日条例第１９号）
　この条例は、公布の日から施行する。

篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成15年７月８日教委規則第３号

（趣旨）
第 １条　この規則は、篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例（平成１５
年篠山市条例第４４号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事
項を定めるものとする。
（現状変更行為の許可申請）
第 ２条　条例第４条第１項の許可を受けようとする者（以下「申請者」と
いう。）は、現状変更行為許可申請書（様式第１号）を教育委員会に提
出しなければならない。
２ 　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、
教育委員会が特に添付することを要しないと認めるものについては、こ
の限りでない。
（１）位置図（縮尺２,５００分の１以上）
（２）配置図（縮尺２００分の１以上）
（３）現状変更行為に関する設計図（縮尺１００分の１以上）及び仕様書
（４）現況カラー写真
（５）前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める書類
（現状変更行為の許可等）
第 ３条　教育委員会は前条の規定による許可の申請があったときは、速や
かに許可の可否を決定しなければならない。
２ 　前項の許可の可否については、条例第５条に規定する許可基準に基づ
いて行うものとする。
３ 　教育委員会は、条例第４条第１項の許可に係る決定をしたときは、伝
統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可・不許可通知書（様
式第２号）により、当該申請者に通知するものとする。
（完了の届出等）
第 ４条　条例第４条第１項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係
る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を伝統的建造物
群保存地区内における現状変更行為完了・中止届出書（様式第３号）に
より、教育委員会に届け出なければならない。
（国の機関等の協議の手続き）
第 ５条　条例第６条の規定により協議をしようとする国の機関等は、伝統
的建造物群保存地区内における現状変更行為協議書（様式第４号）を教
育委員会に提出しなければならない。
２　第２条第２項の規定は、前項の協議をする場合について準用する。
（通知の手続き）
第 ６条　条例第７条の規定により通知をしようとする者は、伝統的建造物
群保存地区内における現状変更行為通知書（様式第５号）を教育委員会
に提出しなければならない。
２　第２条第２項の規定は、前項の通知をする場合において準用する。
（審議会の組織等）
第 ７条　条例第１１条の規定による篠山市伝統的建造物群保存地区保存審
議会（以下「審議会」という。）は委員１５人以内をもって組織し、次
に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
（１）学識経験者
（２）関係地域を代表する者
（３）関係行政機関の職員
（４）その他教育委員会が必要と認める者
２ 　委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠
委員の任期は、前任者の残任期間とする。
３　審議会は、必要があるときは臨時委員を置くことができる。
４　臨時委員は、教育委員会が委嘱する。
５ 　臨時委員は、委嘱された特別の理由に関する事項が終了したときは、
解嘱するものとする。
（会長及び副会長）
第８条　審議会に会長及び副会長各１人を置く。
２　会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
３　会長は審議会を代表し、会務を総理する。
４　副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
（会議）
第９条　審議会の会議は、会長が招集する。
２　会長は、審議会の会議の議長となる。
３　審議会の会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
４ 　会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のとき
は議長の決するところによる。
（庶務）
第１０条　審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
（その他）
第 １１条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に
定める。
附則　この規則は、公布の日から施行する。

篠山市伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱
平成16年６月23日教委告示第16号

改正　平成17年3月11日教委告示第5号
改正　平成25年3月27日教委告示第6号

（目的）
第 １条　この要綱は、篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例（平成１５
年篠山市条例第４４号。以下「条例」という。）第１０条の規定による
補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
（用語の定義）
第 ２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当
該各号の定めるところによる。
（ １）保存地区　文化財保護法第１４２条に規定する伝統的建造物群保存
地区をいう。

（ ２）保存計画　条例第３条に規定する保存地区の保存に関する計画をいう。

福住伝建地区のまちづくり
篠山市福住伝統的建造物群保存地区　まちづくりマニュアル
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（ ３）建築物等　建築基準法第２条第１号に規定する建築物及びその他の
工作物をいう。
（ ４）伝統的建造物　保存計画で伝統的建造物に決定された物件をいう。
（５）環境物件　保存計画で環境物件に決定された物件をいう。
（補助の対象者）
第 ３条　補助金は、保存地区内の土地又は建築物等若しくは環境物件の所
有者等で、保存計画に基づく事業を行うものに対し、毎年度予算の範囲
内で交付する。
（補助対象及び補助金の額等）
第 ４条　補助金の交付の対象となる事業の種類、当該対象となる経費及び
これに対する補助率並びに補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
２　補助対象経費が１０万円以下のものは補助対象としない。
（補助金の交付申請）
第 ５条　補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書（様式
第１号）に所定の書類を添付し、定められた期日までに教育委員会に申
請しなければならない。
（補助金の交付決定）
第 ６条　教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査する
とともに、必要に応じて現地調査を実施し、当該申請にかかる補助金を
交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書（様式第２号）
により当該申請者に交付決定を通知するものとする。
２ 　教育委員会は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合におい
て、当該補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるとき
は、条件を付すことができる。
（補助事業の実施）
第 ７条　前条第１項の通知を受けたもの（以下「補助事業者」という。）
は、補助事業を同条第１項の通知を受けた後に着工するものとし、同条
第２項の条件が付された場合はそれを遵守しなければならない。
（申請事項の変更等）
第 ８条　補助事業者は、補助金交付申請書に記載した事項を変更しようと
するときは、あらかじめ変更承認申請書（様式第３号）を教育委員会に
提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。
２ 　教育委員会は、前項の規定により変更承認にあわせて補助金の変更交
付決定を行う場合は、第６条第１項及び第２項の規定に準じ決定を行
い、その旨を補助金交付決定変更通知書（様式第４号）により当該申請
者に通知するものとする。
（実績報告）
第 ９条　補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業実績報
告書（様式第５号）に所定の書類を添付し、定められた期日までに教育
委員会に提出しなければならない。
（補助金の額の確定）
第 １０条　教育委員会は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該
報告の内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を実施し、交付
決定内容及び条件等に適合するときは、交付すべき補助金の額を確定
し、補助金確定通知書（様式第６号）により、その額を当該補助事業者
に通知するものとする。
（補助金の交付）
第 １１条　教育委員会は、前条により額の確定を行ったのち、補助事業者
から提出される補助金交付請求書（様式第７号）により補助金を交付す
るものとする。
（交付決定の取消し）
第 １２条　教育委員会は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると
認めたときは、当該交付決定の前部又は一部を取り消すことができる。
（１）この要綱の規定に違反したとき。
（２）補助金を他の用途に使用したとき。
（３）交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
（４）偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
（補助金の返還）
第 １３条　教育委員会は、前条の取消しを決定した場合において、当該取
消しにかかわる部分に関し、既に補助金が交付決定されているときは、
期限を定めて返還を命ずるものとする。
（指導及び監査）
第 １４条　教育委員会は、補助事業者の事業実施について適切な指導を行
うとともに、必要があると認めたときは、補助金の使途について監査す
ることができる。
（補助対象の適正管理）
第 １５条　補助の対象となった建築物等並びに環境物件の所有者等は、当
該対象物件の適正な管理に努めなければならない。
（その他）
第 １６条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育委
員会が別に定めるものとする。
附則　この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。
附則　この要綱は、公布の日から施行する。

篠山市町並みアドバイザー設置要綱
平成16年６月23日教委告示第17号

（設置）
第 １条　本市が都市計画に定める伝統的建造物群保存地区（以下「保存地
区」という。）内において、建築物等の修理・修景を行おうとする者等
に対し技術的指導及び助言を専門的立場から行う篠山市町並みアドバイ
ザー（以下「アドバイザー」という。）を設置する。
（用語の定義）
第 ２条　この要綱における用語は、篠山市伝統的建造物群保存地区保存条
例（平成１５年篠山市条例第４４号。以下「条例」という。）の定める
ところによる。
（所掌事業）
第 ３条　アドバイザーは、次に掲げる事項について、指導及び助言を行う。
（１）保存地区内の建築物等に関する修理・修景に関すること
（２）保存地区内の現状変更行為に関すること
（３）その他町並み保存及び活用に関すること

（アドバイザーの利用）
第 ４条　条例第４条第１項の許可を必要とする行為を行おうとする者は、
アドバイザーから指導及び助言を受けることができる。
２ 　教育委員会は、町並み保存に先導的役割を果たす上から、保存地区内
で事業を行うときは積極的にアドバイザーから意見を聴くものとする。
３ 　その他教育委員会が必要と認めた場合は、アドバイザーの意見を聴く
ことができる。
（相談）
第 ５条　前条第１項に規定する者（以下「相談者」という。）がアドバイ
ザーから指導及び助言を受けようとするときは、条例第４条第１項の許可
を受けようとする前にあらかじめ教育委員会に申込みを行うものとする。
２ 　相談者に対する指導及び助言は、担当アドバイザーが行う。ただし、
必要があるときは担当アドバイザー以外のアドバイザー又は複数のアド
バイザーにより指導及び助言を行うことができる。
３ 　相談の日時及び場所等は、相談者及びアドバイザーの都合等を調整
し、その都度教育委員会が決定する。
（委嘱）
第 ６条　アドバイザーの定数は３名以内とし、次に掲げる者のうちから、
教育委員会が委嘱する。
（ １）　兵庫県ヘリテージマネージャー（歴史文化遺産活用推進員）に登
録した者のうち、保存地区内の伝統的建造物及び景観保全に関する知識
を有し、適切な技術的指導及び助言を行える者
（２）　その他教育委員会が必要と認める者
２ 　アドバイザーの任期は２年とし、再任は妨げない。ただし、アドバイ
ザーが欠けた場合の補欠のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間と
する。
（審議会等との関係）
第 ７条　アドバイザーが指導及び助言を行うときは、条例第１１条に基づ
き設置された篠山市伝統的建造物群保存地区保存審議会（以下「審議
会」という。）の審議経過及び条例第３条に基づき定められた保存計画
に基づいて行うものとする。
２ 　教育委員会が必要と認めるときは、アドバイザーは審議会に当該指導
及び助言の結果等について報告するものとする。
（謝金等）
第 ８条　アドバイザーには、予算の範囲内において謝金及び費用弁償を支
給することができる。
（庶務）
第 ９条　アドバイザーに関する庶務は、教育委員会地域文化課において処
理する。
（補則）
第１０条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
（施行期日）
１　この要綱は、平成１６年６月２３日から施行する。
（アドバイザーの任期の特例）
２ 　この要綱の施行の日以後最初に委嘱されたアドバイザーの任期は、第
６条第２項の規定にかかわらず、平成１８年３月３１日までとする。

篠山市福住伝統的建造物群保存地区における建築基
準法の制限の緩和に関する条例

平成25年3月27日条例第20号
（趣旨）
第 １条　この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下
「法」という。）第８５条の３の規定に基づき、篠山市伝統的建造物群
保存地区保存条例（平成１５年篠山市条例第４４号。以下「保存条例」
という。）において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を
確保するため、篠山市福住伝統的建造物群保存地区内における法の制限
の緩和に関し必要な事項を定めるものとする。
（用語の定義）
第 ２条　この条例における用語は、法、建築基準法施行令（昭和２５年政
令第３３８号）及び保存条例に定めるところによる。
（道路内の建築制限の緩和）
第 ３条　伝統的建造物について、建築、大規模の修繕又は大規模の模様替
（以下「建築等」という。）をする場合において、建築等をした後の壁
面（軒、ひさしその他これらに類するものを含む。以下同じ。）の位置
がこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）における位置から道
路の側に越えないものであって、かつ、市長が安全上、防火上及び衛生
上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害する恐れがないと認
めたものについては、法第４４条第１項の規定は適用しない。
２ 　伝統的建造物の敷地内に２以上の建築物があり、伝統的建造物又は同
一敷地内の建築物について、建築等をする場合において、建築等をしな
い建築物（施行日に現に存する建築物に限る。）については、法第４４
条第１項の規定は適用しない。
（建築面積の敷地面積に対する割合の制限の緩和）
第 ４条　伝統的建造物について建築等をする場合において、建築等をした
後の当該伝統的建造物の建築面積の敷地面積に対する割合が、施行日に
おける当該伝統的建造物の建築面積の敷地面積に対する割合を超えず、
かつ、市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについ
ては、法第５３条の規定は適用しない。
（委任）
第５条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則　この条例は、公布の日から施行する。

篠山市伝統的建造物群保存地区における篠山市税条
例の特例を定める条例

平成17年3月29日条例第23号
改正　平成25年2月20日条例第2号

（目的）
第 １条　この条例は、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号。以下

「法」という。）第１４３条第１項の規定により、本市が定めた篠山市
篠山伝統的建造物群保存地区及び篠山市福住伝統的建造物群保存地区
（以下「保存地区」という。）内にある土地に対して課する固定資産
税の減額について地方税法第３６７条の規定により篠山市税条例（平成
１１年篠山市条例第５９号）の減額の特例を定め、もって保存地区の歴
史的景観の保全に資することを目的とする。
（固定資産税の減額の特例）
第 ２条　保存地区内の土地に対して課する固定資産税は、次の各号の定め
るところによる。
（ １）　篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例（平成１５年篠山市条例
第４４号。以下「保存条例」という。）第３条の規定に基づき伝統的建
造物として定めた家屋、その他の工作物の敷地及び環境物件指定の敷地
に対して課する固定資産税については、その税額の２分の１に相当する
額を減額することができる。
（ ２）　前号の敷地以外の土地（課税地目が宅地に限る。）に対して課す
る固定資産税については、その税額の５分の１に相当する額を減額する
ことができる。
（適用対象等）
第 ３条　前条に規定する固定資産税の減額の特例（以下「特例措置」とい
う。）は、当該固定資産税の納税義務者に適用する。
２ 　前条の規定にかかわらず、次に掲げる事由がある場合は、特例措置は
適用しない。
（１）　法及び保存条例に違反した場合
（２）　法第１０９条第１項の規定により、史跡として指定された土地
（申請）
第 ４条　前条第１項の規定により特例措置を受けようとする者（以下「申
請者」という。）は、納期限前７日までに別に定める様式により申請書
を市長に提出しなければならない。ただし、最初の特例措置を行った年
度以降の特例措置については、当該年度において当該固定資産の特例措
置要件に変更がないと確認できる場合に限り、申請を省略して特例措置
を行うことができる。
（決定）
第 ５条　市長は、前条に規定する申請書を審査し、特例措置の適用を決定
したときは、申請者に対してその旨を通知する。
（決定の取消し）
第 ６条　市長は、第３条第２項各号に規定する事由が判明し、又は生じた
ときは、特例措置の決定を取り消すことができる。
（端数処理）
第 ７条　減額する額に１００円未満の端数が生じたときは、これを切り上
げる。
（委任）
第 ８条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事
項は、市長が別に定める。
附則
１ 　この条例は、平成１７年４月１日から施行し、平成１７年度分の固定
資産税から適用する。
２ 　第４条に規定する申請については、平成１７年度分の固定資産税に限
り、「納期限前７日まで」とあるのは「平成１７年５月３１日まで」と
する。
附則
（施行期日）
１　この条例は、平成２５年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ 　この条例による改正後の篠山市伝統的建造物群保存地区における篠山
市税条例の特例を定める条例（以下「改正後の条例」という。）の規定
は、平成２５年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２４
年度以前の年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
３ 　平成２５年度に限り、改正後の条例第４条中「納期限前７日」とある
のは、「５月３１日」とする。

福住まちなみ保存会規約
（名称）
第 １条　この会の名称は、福住まちなみ保存会（以下「保存会」とい
う。）とする。
（目的）
第 ２条　保存会は、篠山市福住伝統的建造物群保存地区（以下「伝建地
区」という。）を中心に、歴史ある福住地区の町並み景観の保全、住環
境の整備、個性的で魅力あふれるまちづくりを進めることを目的とす
る。
（事業）
第３条　保存会は、前条の目的を推進するために次の事業を行う。
（１）町並み景観の保全に関すること。
（２）住環境の整備に関すること
（３）個性的で魅力あふれるまちづくりの推進に関すること。
（４）８自治会住民の交流並びに情報交換に関すること。
（５）その他この会の目的を達成するための事業。
（組織）
第４条　保存会は、伝建地区住民等をもって組織する。
２ 　理事会は、福住下、 木、福住中、福住上、川原、安口西、安口東、
西野々の各保存会または自治会の代表２名及び伝建地区住民等をもって
組織する。
（役員）
第５条　保存会に、次の役員を置くことができる。
　 会長　１名　　副会長　１名　　事務局長　１名　　会計　１名
　監事　１名　　顧問　若干名
（役員の選出）　
第６条　役員は、理事の互選によって選出する。
（役員の任務）
第７条　役員の任務は次のとおりとする。

２　会長は会務を総理し、会を招集する。
３　副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
４　事務局長は会長の指示を受け、会務を担当する。
５　会計は、この会の一切の会計を担当する。
６　監事は、会計並びに会務を監査する。
７　顧問は、この会の運営に関し意見を述べることができる。
（理事の任期）
第８条　理事の任期は２年とする。但し、再選は妨げない。
（理事会）
第９条　理事会は会長が招集し、保存会の事業計画並びに執行を諮る。
（事務局）
第 １０条　保存会の事務局は「さんば家ひぐち」（篠山市福住３７０）に
置く。
（会計）
第 １１条　保存会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までと
する。
２　保存会の経費は、負担金、補助金、寄付金等をもって運営にあてる。
（その他）
第 １２条　この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が理事会には
かって定める。
附則　この規約は、平成２４年６月１５日から施行する。

町並み景観保全協力建築士名簿作成要綱
（目的）
第 １条　福住まちなみ保存会（以下「保存会」という。）は、篠山市福住
伝統的建造物群保存地区（以下「伝建地区」という。）を中心とする町
並み景観の保全、住環境の整備、個性的で魅力あふれるまちづくりに支
援と協力を得ることを目的として、建築士を名簿に登録するものとす
る。
（基準）
第 ２条　名簿に登録する建築士は、次の各号のうち二つ以上に該当すると
保存会が認めた者とする。
（ １）伝統的建造物群保存地区制度に賛同し、福住の町並み景観の保全に
高い関心と強い意欲を持つ者。
（２）福住の歴史的建造物に専門的知識を有する者。
（３）兵庫県ヘリテージマネージャーとして名簿登録している者。
（選考）
第 ３条　保存会は、名簿登録を希望する建築士がある場合、関係資料を添
付した登録申込書（様式１）を提出させるものとする。
２ 　名簿登録の可否は、保存会が合議して決定するものとする。なお、選
考にあたっては、関係機関並びに歴史的建築専門家の意見を聴くことが
できるものとする。
（活　動）
第 ４条　保存会は伝建地区住民が行う修理事業に際し、特定物件の修理水
準を確保するため、設計監理業務に名簿登録建築士を推薦するものとす
る。
２ 　保存会は、伝建制度を理解し、保存会が行う町並み景観保全を積極的
に支援し協力する建築士等建築関係専門家の養成並びにその組織化に努
めるものとする。
附則　この要綱は平成２４年１１月１５日から施行する。

町並み景観保全協力建築関係業者名簿作成要綱
（目的）
第 １条　福住まちなみ保存会（以下「保存会」という。）は、篠山市福住
伝統的建造物群保存地区（以下「伝建地区」という。）を中心とする町
並み景観の保全、住環境の整備、個性的で魅力あふれるまちづくりに支
援と協力を得ることを目的として、建築関係業者（以下「業者」とい
う。）を名簿に登録するものとする。
（基準）
第 ２条　名簿に登録するのは、次の各号に該当すると保存会が認めた者と
する。
（ １）伝統的建造物群保存地区制度に賛同し、福住の町並み景観の保全に
高い関心と強い意欲を持つ者。
（２）福住まちなみ保存会の活動に理解を示し、支援と協力を行う者。
（３）原則として市内に事務所を設置している者。
（選考）
第 ３条　保存会は、名簿登録を希望する業者がある場合、関係資料を添付
した登録申込書（様式１）を提出させるものとする。
２ 　名簿登録の可否は、保存会が合議して決定するものとする。なお、選
考にあたっては、関係機関並びに歴史的建築専門家の意見を聴くことが
できるものとする。
３ 　保存会は、補助対象となる修理・修景事業を行おうとする者が、やむ
を得ない事情により名簿登録以外の業者を指名見積業者３社以上のうち
の１社に入れたい場合、事前に推薦依頼書（様式２）を提出させ、保存
会が合議して推薦の可否について決定するものとする。
（活動）
第 ４条　保存会は伝建地区住民が行う修理、修景事業に際し、施工業務に
名簿登録業者を推薦するものとする。
２ 　保存会は、第３条第３項により推薦を可とした者を、当該事業に限り
指名見積業者の１社として推薦する。ただし、その他の指名業者につい
ては名簿登録業者から推薦するものとする。
３ 　保存会は、伝建制度を理解し、保存会が行う町並み景観保全を積極的
に支援し協力する建築関係業者の養成並びにその組織化に努めるものとす
る。
附則　この要綱は平成２４年１１月１５日から施行する。

福住伝建地区のまちづくり
篠山市福住伝統的建造物群保存地区　まちづくりマニュアル
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